
下線部は令和４年度予算における拡充事項

既設エレベーターの安全確保の促進（交付金・補助金） 別添2

エレベーターの防災対策改修事業（住宅・建築物安全ストック形成事業、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業）

事業対象
補助対象
限度額

補助率

地方公共団体が実施 民間事業者等が実施

既設エレベーターについて行う、次に掲げる防災対策改修工事
①地震時管制運転装置の設置（建築基準法施行令（以下「令」という。）第129条の10第3項第2号関係）
②主要機器の耐震補強措置 （令第129条の4第3項第3号・第4号、令第129条の7第5号、令第129条の8第1項関係）

③戸開走行保護装置の設置（令第129条の10第3項第1号関係）
④釣合おもりの脱落防止措置（令第129条の4第3項第5号関係）
⑤主要な支持部分の耐震化（令第129条の4第3項第6号関係）

950万円/台
※令和3年度まで
は622万円/台

国:11.5% 国:11.5%
地方公共団体：11.5％

⑥リスタート運転機能の追加【令和4～5年度】
⑦自動診断・仮復旧運転機能の追加【令和4～5年度】
※地方公共団体と協定を結んだ避難場所等となる建築物のみ対象

※事業終了後に補助を受けて実施した改修内容等を国に情報提供

300万円/台 国:11.5%
国:11.5%
地方公共団体：0％
※地方公共団体経由の補助

②巻上機の綱車からのロープ
はずれ防止

④釣合おもりの脱落防止

通しボルト

おもりブロック

③戸開走行保護装置の設置

通常の
ブレーキ

巻上機

メインロープ

待機型
ブレーキ

①地震時管制運転装置の設置

P波感知器

綱車
ロープ
ガード

＜防災対策改修工事のイメージ（①～⑤）＞

②ロープの絡まり防止

ロープガイド

地震
発生

閉じ込め 自動で最寄り階
に着床し救出

⑥リスタート運転機能※1

自動診断 仮復旧

⑦自動診断・仮復旧運転機能※２

（閉じ込めがない場合）

運転
停止

※１：地震時管制運転により最寄り階へ着床する前にエレベーターが停止しても、その後、安全装置が
正規の状態に復帰した場合に、かごを最寄り階に着床させて戸を開くことにより、閉じ込めを解消
する機能

※２：地震により、かごを最寄階へ停止させ、運転を停止した後にエレベーター機器の破損等の危険性
を機械的に診断し、仮復旧させる機能

＜リスタート運転機能及び自動診断・仮復旧運転機能のイメージ（⑥⑦）＞


